
区分
民生 障福 児童 地域

計 5
17※3
(25）

17 17 10

 ※1 『議』は市議会議員、『社』は社会福祉事業に従事する者、『学』は学識経験のある者を表す。

 ※3  臨時委員は、審査部会において調査・審議を行う。
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 ※2 『民生』は民生委員審査専門分科会、『障福』は障害者福祉専門分科会 『児童』は児童福祉専門分科会、『地域』は地域福祉専門分科会を表す。

越谷市社会福祉審議会　選出先一覧
令和４年５月１７日時点

No. 委員名 選出母体
分科会※2 審査

部会


